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(57)【要約】
【課題】あらかじめ寝台に取り付けておく必要がなく、
大腸を正確に撮像することができる医療用マット１０を
提供する。
【解決手段】医療用マット１０の製造方法において、芯
材４と、周縁結合片３１を有する上下面シート３と、上
側結合片２１及び下側結合片２２をそれぞれ有する一対
の側面シート２とを準備し、一対の側面シート２の一方
の側面シート２の上側結合片２１を、周縁結合片３１の
上部３５の外側に結合すると共に、一方の側面シート２
の下側結合片２２を周縁結合片３１の下部３６と結合し
、一対の側面シート２の他方の側面シート２の上側結合
片２１を、周縁結合片３１の上部３５の外側に結合し、
結合された上下面シート３及び一対の側面シート２の内
部に芯材４を収納し、他方の側面シート２の下側結合片
２２を周縁結合片３１の下部３６と結合する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯材と、周縁結合片を有する上下面シートと、上側結合片及び下側結合片をそれぞれ有
する一対の側面シートとを準備し、
　前記一対の側面シートの一方の側面シートの前記上側結合片を、前記周縁結合片の上部
の外側に結合すると共に、前記一方の側面シートの前記下側結合片を前記周縁結合片の下
部と結合し、
　前記一対の側面シートの他方の側面シートの前記上側結合片を、前記周縁結合片の上部
の外側に結合し、
　結合された前記上下面シート及び前記一対の側面シートの内部に前記芯材を収納し、
　前記他方の側面シートの前記下側結合片を前記周縁結合片の下部と結合する、医療用マ
ットの製造方法。
【請求項２】
　前記上側結合片を結合する際に、前記周縁結合片の上部を折り曲げて、前記上側結合片
と前記周縁結合片との重なり部分が前記側面シートに面するように、前記上側結合片を結
合する、請求項１に記載の医療用マットの製造方法。
【請求項３】
　前記上下面シートが、別体で構成された上面部分と下面部分とを有し、
　前記上下面シートを準備する際に、前記上面部分と前記下面部分とを結合する、請求項
１又は２に記載の医療用マットの製造方法。
【請求項４】
　上側結合片及び下側結合片をそれぞれ有する一対の側面シートと、
　前記上側結合片及び前記下側結合片と結合された周縁結合片を有する上下面シートと、
　結合された前記上下面シート及び前記一対の側面シートに収納された芯材とを備え、
　前記上側結合片と前記周縁結合片との重なり部分が前記芯材の側方に位置する、医療用
マット。
【請求項５】
　前記上下面シートが、別体で構成され且つ互いに結合された上面部分と下面部分とを有
する、請求項４に記載の医療用マット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＴコロノグラフィーの際に用いる医療用マットの製造方法、及び該医療用
マットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、Ｘ線ＣＴ撮像装置を用いて大腸を検査する、ＣＴコロノグラフィー（ＣＴＣ）と
いわれる検査がある。このＣＴＣでは、炭酸ガス注入装置を用いて大腸に炭酸ガスを注入
し、大腸を拡張させた状態で、背臥位及び腹臥位にてＣＴ撮像装置を用いて撮影を行う。
そして、腹臥位における腹部の圧迫を軽減するために、特許文献１には、撮像時に被検体
の下に敷くマットが記載されている。このマットは、脱着部材を取り除くことによって、
該マットに凹部を形成することができるように構成されている。そして、被検体は、この
凹部に腹部を充てるように配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０９４４９５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかし、特許文献１に記載のマットは、予め寝台に取り付けておく必要があるため取り
扱いが不便であった。また、このようなマットにおいて、被験者の体と接する部分が他部
よりも厚く構成されると、接する部分と他部とで腹部に対する圧迫の程度が異なってしま
う。これにより、大腸が変形してしまうと、大腸を正確に撮像できなくなる可能性があっ
た。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明の一例としての医療用マットの製造方法においては、
芯材と、周縁結合片を有する上下面シートと、上側結合片及び下側結合片をそれぞれ有す
る一対の側面シートとを準備し、前記一対の側面シートの一方の側面シートの前記上側結
合片を、前記周縁結合片の上部の外側に結合すると共に、前記一方の側面シートの前記下
側結合片を前記周縁結合片の下部と結合し、前記一対の側面シートの他方の側面シートの
前記上側結合片を、前記周縁結合片の上部の外側に結合し、結合された前記上下面シート
及び前記一対の側面シートの内部に前記芯材を収納し、前記他方の側面シートの前記下側
結合片を前記周縁結合片の下部と結合する。
【０００６】
　また、本発明の他の例としての医療用マットは、上側結合片及び下側結合片をそれぞれ
有する一対の側面シートと、前記上側結合片及び前記下側結合片と結合された周縁結合片
を有する上下面シートと、結合された前記上下面シート及び前記一対の側面シートに収納
された芯材とを備え、前記上側結合片と前記周縁結合片との重なり部分が前記芯材の側方
に位置する。
【０００７】
　これにより、医療用マットを予め寝台に取り付けておく必要がないため、取り扱いの利
便性を向上させることができる。また、被験者の体と接する部分が他部と同じ厚さで構成
されるため、圧迫の程度が異なってしまうことを抑制でき、大腸を正確に撮像することが
できる。
【０００８】
　本発明のさらなる特徴は、添付図面を参照して例示的に示した以下の実施例の説明から
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】医療用マットの概略斜視図である。
【図２】Ａは医療用マットの概略上面図であり、Ｂは医療用マットの概略側面図である。
【図３】寝台上に載置された医療用マットを説明する概略側面図である。
【図４】側面シート及び上下面シートを示す概略図である。
【図５】Ａは医療用マットの幅方向の概略断面図であり、Ｂは医療用マットの長手方向の
概略断面図である。
【図６】比較例に係る医療用マットの幅方向の概略断面図である。
【図７】第２実施形態に係る上下面シートを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための例示的な実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。
ただし、以下の実施形態で説明する寸法、材料、形状、構成要素の相対的な位置等は任意
であり、本発明が適用される装置の構成又は様々な条件に応じて変更できる。また、特別
な記載がない限り、本発明の範囲は、以下に具体的に記載された実施形態に限定されるも
のではない。なお、本明細書において、上下とは重力方向における上方向と下方向とにそ
れぞれ対応する。
【００１１】
［第１実施形態］
　図１及び図２Ａ及び図２Ｂを参照して医療用マット１０について説明する。なお、図２
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Ａは上方から見た医療用マット１０を示し、図２Ｂは側方から見た医療用マット１０を示
している。
【００１２】
　図１に示す医療用マット１０は、一対の側面シート２と、該一対の側面シート２に結合
された上下面シート３とを備えている。そして、一対の側面シート２及び上下面シート３
は、互いに縫い合わされることにより結合され、後述する芯材としてのスポンジを収納す
るカバーを構成している。このスポンジと、側面シート２及び上下面シート３とは、いず
れもＸ線を透過する性質を有する材料によって形成されている。例えば、スポンジは硬度
３０～４０のウレタンフォーム等により形成することができ、側面シート２及び上下面シ
ート３は人工皮革等により形成することができる。
【００１３】
　また、矢印Ａで示す長手方向における医療用マット１０の長さは約４８０ｍｍであり、
長手方向に直交する幅方向における長さは約１００ｍｍである。そして、医療用マット１
０の中央部の厚みは、約５０ｍｍである。この医療用マット１０は、図２に示すように、
弓形に湾曲した湾曲上面１１及び湾曲下面１２を有している。この湾曲下面１２は、撮像
時に被験者が横たわるＣＴ撮像装置の寝台の湾曲した上面形状と相補的な形状を有してい
る。そのため、医療用マット１０を寝台上に載置した際に、湾曲下面１２と寝台の上面と
の間に隙間が生じることを防止できる。これにより、安定した状態で医療用マット１０を
載置することができる。
【００１４】
　さらに、湾曲上面１１は、湾曲下面１２と相補的な形状を有している。そのため、複数
の医療用マット１０を重ねて使用することができる。例えば、２つの医療用マット１０を
用意し、一方を他方の上に重ねて使用することができる。これにより、被験者の体型に応
じて、医療用マット１０の高さを調節することができる。
【００１５】
　また、医療用マット１０は、湾曲上面１１と湾曲下面１２との間に位置して、長手方向
に延在する略台形状の一対の側面１３を有している。さらに、医療用マット１０は、一対
の側面１３の間に位置して、幅方向に延在する一対の傾斜端面１４を有している。そのた
め、医療用マット１０は、湾曲下面１２から湾曲上面１１に向かうにつれて長手方向の長
さが短くなるように構成されている。一方、幅方向の長さは、湾曲下面１２と湾曲上面１
１との間で略同一に構成されている。
【００１６】
　また、湾曲上面１１の両端部には、一対の面取り部１５が設けられている。この面取り
部１５は、幅方向に延在しており、医療用マット１０の湾曲上面１１と傾斜端面１４との
境界に対応する位置に設けられている。これにより、湾曲上面１１と傾斜端面１４の間の
角部が被験者に引っかかることを抑制して、医療用マット１０を隙間に挿入しやすくする
ことができる。なお、長手方向における面取り部１５の幅は、例えば、１０ｍｍに設定さ
れている。また、面取り部１５は、平面状又は曲面状に構成することができる。
【００１７】
　このような医療用マット１０は、あらかじめ寝台上に載置しておく必要がなく、例えば
、被験者が寝台上に横たわった後に被験者と寝台との隙間に挿入することができる。これ
により、被験者が背臥位から腹臥位に体位を変える際に、寝台上の医療用マット１０が体
位変更の邪魔をしない。すなわち、背臥位にて撮像する際には、医療用マット１０が寝台
上に載置されておらず、被験者が背臥位から腹臥位に容易に体位を変えることができる。
そして、医療用マット１０は、被験者が腹臥位に体位を変えた後に被験者の側方から隙間
に挿入される。その結果、図３に示すように、２つの医療用マット１０がそれぞれ、被験
者１の胸部と寝台１００との間と被験者１の下腹部と寝台との間とに配置される。
【００１８】
　また、医療用マット１０の上面と端面との境界に位置する角部においては、カバーにた
るみが生じることがある。そして、たるみによって角部の高さが変動してしまうと、腹部
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に対する圧迫の程度が異なってしまうため、大腸を正確に撮像することができなくなる可
能性がある。これに対して、第１実施形態に係る医療用マット１０は、面取り部１５を有
していることにより、たるみが生じた場合であっても、たるみによって増加するカバーの
厚みを面取り部１５の上方スペースで吸収できる。これにより、医療用マット１０の高さ
の変動を少ない範囲に抑制することができるため、撮像に対する悪影響を抑制することが
できる。
【００１９】
　続いて、図４、図５Ａ及び図５Ｂを参照して、第１実施形態に係る医療用マット１０の
製造方法について説明する。なお、図４は、収納前の芯材４と、結合前の側面シート２及
び上下面シート３を示している。そして、図５Ａは、第１実施形態に係る医療用マット１
０の中央部を幅方向に切った断面を示している。また、図５Ｂは、第１実施形態に係る医
療用マット１０の端部を長手方向に切った断面を示している。
【００２０】
　第１実施形態に係る医療用マット１０を製造する際には、上側結合片２１及び下側結合
片２２をそれぞれ有する一対の側面シート２と、上側結合片２１及び下側結合片２２と結
合される周縁結合片３１を有する上下面シート３とを結合する。具体的には、一対の側面
シート２の一方の側面シート２の上側結合片２１を、周縁結合片３１の上部３５の外側に
結合すると共に、一方の側面シート２の下側結合片２２を周縁結合片３１の下部３６と結
合する。また、一対の側面シート２の他方の側面シート２の上側結合片２１を、周縁結合
片３１の上部３５の外側に結合する。そして、結合された上下面シート３及び一対の側面
シート２の内部に芯材４を収納した後に、他方の側面シート２の下側結合片２２を周縁結
合片３１の下部３６と結合する。ここで、上側結合片２１を結合する際には、周縁結合片
３１の上部３５を折り曲げて、上側結合片２１と周縁結合片３１との重なり部分が側面シ
ート２に面するように上側結合片２１と周縁結合片３１を結合する。
【００２１】
　以下、より具体的に製造方法について説明する。まず、結合される上下面シート３及び
一対の側面シート２に収納される芯材４と、周縁結合片３１を有する上下面シート３と、
上側結合片２１及び下側結合片２２をそれぞれ有する一対の側面シート２とを準備する。
この芯材４は、シート状のウレタンフォームを打ち抜ぬいて形成する。より具体的には、
図４に示すように、弓形に湾曲した湾曲下面４２と、湾曲下面４２と相補的な形状を有し
ている湾曲上面４１と、湾曲上面４１と湾曲下面４２との間に位置する略台形状の一対の
側面４３と、一対の側面１３の間に位置する一対の傾斜端面４４と、湾曲上面１１と傾斜
端面１４との境界に位置する面取り部４５とを有するように、芯材４を形成する。
【００２２】
　また、上下面シート３及び一対の側面シート２は、シート状の人工皮革を切り抜いて形
成する。より具体的には、縫い合わされる複数の結合片を有するように、上下面シート３
及び一対の側面シート２を形成する。形成された上下面シート３は、本体部分３０の周縁
に位置する周縁結合片３１に加えて、本体部分３０の両端部に位置する一対の端部結合片
３２を有している。さらに、周縁結合片３１は、医療用マット１０の上側に位置する上部
３５と、下側に位置する下部３６と、上部３５及び下部３６の間に位置する傾斜部３７と
を含んでいる。また、形成された一対の側面シート２のそれぞれは、医療用マット１０の
上側に位置する上側結合片２１と、下側に位置する下側結合片２２と、一対の傾斜面結合
片２３とを有している。
【００２３】
　そして、一対の側面シート２の一方の上側結合片２１、下側結合片２２及び一対の傾斜
面結合片２３を内側に折り返して、一方の側面シート２の本体部分２０と折り重ねる。さ
らに、上下面シート３の周縁結合片３１を内側に折り曲げ、一方の側面シート２の折り重
ねられた上側結合片２１と周縁結合片３１を縫い合わせる。
【００２４】
　ここで、図５Ａに示すように、折り重ねられた上側結合片２１は、折り曲げられた周縁
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結合片３１の上部３５の外側に位置するように縫い合わされる。また、折り曲げられた下
側結合片２２は、折り重ねられた周縁結合片３１の下部３６の内側に位置するように縫い
合わされる。なお、図５Ａには示されていないが、折り重ねられた一対の傾斜面結合片２
３は、折り曲げられた周縁結合片３１の傾斜部３７の外側に位置するように縫い合わされ
る。
【００２５】
　同様に、一対の側面シート２の他方の上側結合片２１及び一対の傾斜面結合片２３を内
側に折り返して、他方の側面シート２の本体部分２０と折り重ねる。そして、上下面シー
ト３の周縁結合片３１を内側に折り曲げ、他方の側面シート２の折り重ねられた上側結合
片２１と周縁結合片３１を縫い合わせる。ここで、折り重ねられた上側結合片２１は、折
り曲げられた周縁結合片３１の上部３５の外側に位置するように縫い合わされる。また、
折り重ねられた一対の傾斜面結合片２３は、折り曲げられた周縁結合片３１の傾斜部３７
の外側に位置するように縫い合わされる。一方、他方の側面シート２の下側結合片２２は
、芯材４を収納するために未縫合の状態となっている。
【００２６】
　また、図５Ｂに示すように、上下面シート３の一対の端部結合片３２のうち、下側に位
置する端部結合片３２を内側に折り返して、上下面シート３の本体部分３０と折り重ねる
。そして、上側に位置する端部結合片３２を内側に折り曲げ、折り重ねられた端部結合片
３２と縫い合わせる。このとき、折り重ねられた端部結合片３２は、折り曲げられた端部
結合片３２の外側に位置するように縫合される。
【００２７】
　このようにして結合された上下面シート３及び一対の側面シート２の内部（カバーの内
側）に、芯材４を収納する。すなわち、未縫合である他方の側面シート２の下側結合片２
２に対応する位置（医療用マット１０の湾曲下面１２の長手方向に延在する一辺）から芯
材４を挿入する。その後、他方の側面シート２の下側結合片２２が周縁結合片３１の下部
３６の内側に位置するように、下側結合片２２と周縁結合片３１の下部３６を縫い合わせ
る。
【００２８】
　これにより、図５Ａに示すように、上側結合片２１と周縁結合片３１との重なり部分は
側面シート２に面することになり、芯材４の側方に位置する。そのため、このように製造
された医療用マット１０は、被験者の体と接する部分、すなわち医療用マット１０の湾曲
上面１１に結合片の重なり部分が存在しない。これにより、被験者の体と接する部分が他
部と同じ厚さで構成されるため、圧迫の程度が異なってしまうことを抑制でき、大腸を正
確に撮像することができる。
【００２９】
　一方、図６の比較例に示すように、側面シート２の上側結合片２１が周縁結合片３１の
上部３５の内側に位置するように結合した場合、上側結合片２１と周縁結合片３１の上部
３５とが重なる部分が、芯材４の上方に位置する。そのため、重なる部分とそれ以外の部
分とで被験者の体と接する部分における厚みが変動し、圧迫の程度が異なってしまう。そ
の結果、大腸を正確に撮像することができない恐れがある。なお、図６は、比較例として
の医療用マット１０の中央部を幅方向に切った断面を示している。
【００３０】
　以上説明した第１実施形態に係る製造方法、及び該製造方法によって製造された医療用
マット１０によれば、圧迫の程度が異なってしまうことを抑制でき、大腸を正確に撮像す
ることができる。また、医療用マット１０を予め寝台に取り付けておく必要がないため、
取り扱いの利便性を向上させることができる。
【００３１】
［第２実施形態］
　続いて、図７を参照して第２実施形態に係る医療用マット１０について説明する。なお
、第２実施形態の説明においては、第１実施形態との相違点について説明し、第１実施形
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態で説明した構成要素については同じ参照番号を付し、その説明を省略する。特に説明し
た場合を除き、同じ参照符号を付した構成要素は略同一の動作及び機能を奏し、その作用
効果も略同一である。
【００３２】
　図７に示すように、第２実施形態の医療用マット１０の上下面シート２０３は、別体で
構成され且つ互いに結合される上面部分２３３と下面部分２３４とを有する。そして、上
下面シート２０３を準備する際には、上面部分２３３と下面部分２３４とを結合する。こ
の上面部分２３３は、本体部分２３０の周縁に位置する上側の周縁結合片２３１と、端部
に位置する一対の端部結合片２３２とを有している。また、下面部分２３４も、本体部分
２４０の周縁に位置する下側の周縁結合片２３１と、端部に位置する一対の端部結合片２
３２とを有している。
【００３３】
　そして、第２実施形態に係る医療用マット１０の製造方法においては、上下面シート２
０３を準備する際に、上面部分２３３と下面部分２３４とを結合する。すなわち、下面部
分２３４の一対の端部結合片２３２の一方を内側に折り返して、下面部分２３４の本体部
分２４０と折り重ねる。そして、上面部分２３３の一対の端部結合片２３２の一方を内側
に折り曲げ、折り重ねられた一方の端部結合片２３２と縫い合わせる。このとき、折り重
ねられた端部結合片２３２は、折り曲げられた端部結合片２３２の外側に位置するように
縫い合わされる。
【００３４】
　これにより、上面部分２３３と下面部分２３４とが一体化され、上下面シート２０３が
形成される。その後は、第１実施形態と同様に、医療用マット１０を製造する。
【００３５】
　このような第２実施形態に係る製造方法、及び該製造方法によって製造された医療用マ
ット１０によっても、圧迫の程度が異なってしまうことを抑制でき、大腸を正確に撮像す
ることができる。また、医療用マット１０を予め寝台に取り付けておく必要がないため、
取り扱いの利便性を向上させることができる。
【００３６】
　さらに、上下面シート２０３が別体で構成された上面部分２３３と下面部分２３４とを
有することにより、上面部分２３３と下面部分２３４とを異なる材料によって形成するこ
とができる。例えば、被験者の体と接するため柔らかい方が好ましい上面部分２３３を人
工皮革によって形成し、硬度の影響が少ない下面部分２３４を塩化ビニルによって形成す
ることができる。
【００３７】
　なお、第２実施形態においては、上下面シート２０３の上面部分２３３が、別体で構成
された一対の傾斜面部分をさらに備えるように構成してもよい。この場合、上下面シート
２０３を準備する際に、上面部分２３３と一対の傾斜面部分とを結合し、さらに、結合さ
れた上面部分２３３及び一対の傾斜面部分と下面部分２３４とを結合する。
【００３８】
　以上、各実施形態を参照して本発明について説明したが、本発明は上記実施形態に限定
されるものではない。本発明に反しない範囲で変更された発明、及び本発明と均等な発明
も本発明に含まれる。また、上述の各実施形態及び各変形例は、本発明に反しない範囲で
適宜組み合わせることができる。
【００３９】
　例えば、幅方向に延在する面取り部１５に代えて、湾曲上面１１の四つ角にそれぞれ面
取り部１５を形成することもできる。また、上下面シート３及び一対の側面シート２の結
合は、縫合以外の方法によって実現することもできる。そのような方法としては、接着又
は面ファスナーを用いた結合等が考えられる。
【符号の説明】
【００４０】
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　２：側面シート、３：上下面シート、４：芯材、１０：医療用マット、２１：上側結合
片、２２：下側結合片、３１：周縁結合片、３５：上部、３６：下部、２３３：上面部分
、２３４：下面部分

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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